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研究成果の概要（和文）：　保険契約について制裁的視点や抑止効果という点から検討を行なった。
　まず、保険契約者側に対する制裁的視点である。現行法上、重大事由解除という法理が、遡及的にかつ因果関
係の有無にかかわらず適用されることとなった。これは、現行保険法に制裁的視点が存在する徴表の一つといえ
る。
　次に、保険者側からの検討も行なった。契約自体に生活等に対する期待が込められている場合、抑止効果とい
う点から慰謝料請求が認められてもよいことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：   I examined insurance contracts from a viewpoint of sanctions and 
deterrent effects.
   Sanctions against the policyholder side: in the current Japanese insurance law, the exemption by 
serious grounds has been introduced. This shows the characteristic from sanctions against 
policyholder side. 
   Sanctions against the insurance companies: for example, if policyholders expect something other 
than intent of contracts and the insurance company easily could understand that, recovery of damages
 for mental suffering can be accepted for the reason of deterrent effects.

研究分野： 商法
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１．研究開始当初の背景 
 
（1）近年、テロ行為等の犯罪が多く報道さ
れるようになってきた。それに対して保険契
約は、保険金殺人などきわめて単純な免責事
例を除いてあまり注目を集めることがなか
った。しかし、そのような明確な免責事由に
は触れないが、公益上保険金を支払うことが
躊躇されるような場合、そのような刑事法上
の視点を保険契約の解釈にどこまで取り込
むことが認められるかについては、あまり争
われてこなかった。 
 
（2）わが国では、保険法が商法から独立し
た法律として現代化を経てから数年経ち、裁
判例も蓄積されるなど、新たな課題が見つか
るようになってきた。とりわけ、重大事由解
除という法制度は、保険金詐欺や保険金殺人
など犯罪を前提とした規律であり、くわえて
包括条項によってそれに相当する信頼破壊
行為が免責とされているが、そこに刑事法上
の視点を入れるか否かは、あまり明確ではな
かった。本研究は、このような刑事法上の視
点を契約解釈に取り込むことの可否を明ら
かにしようとするものである。 
 
２．研究の目的 
 
（1）一定の犯罪行為がされる免責条項につ
いて、どの程度まで反社会性や刑罰法規該当
性が存在すれば免責されるか、といった問題
提起に対して言葉で表現される基準を明ら
かにすることである。 
 
（2）具体的には、被保険者が刑罰法規に抵
触するような行為をした際、約款や保険法に
おける免責条項にその違反をどの程度反映
してよいか等である。 
 
３．研究の方法 
 
（1）第一に、日本の法制史的な視点である。
わが国の保険に関する立法は、ロエスレルが
起草した草案を基にしていることはよく知
られているが、どのような経緯を経て様々な
免責条項が規律されたかは、実はあまり明ら
かになっていない。この経緯を様々な文献か
ら明らかにするという方法である。 
 
（2）第二に、比較法的考察である。その中
でも、ドイツとアメリカに関する比較から、
解釈を導いていく。ドイツの場合、わが国が
継受した重大事由解除という法理が存在す
る。しかし、わが国が継受した当時の当該法
理と現在のそれとは、相応に変化している可
能性があり、その点を明らかにする。アメリ
カの場合、懲罰的賠償という概念がある。そ
こには不法行為の抑止という観点があると
ころ、わが国の保険契約等で全くその余地は
ないのかを現実的な観点から明らかにする。 

 
４．研究成果 
 
（1）日本の保険契約に関する法令は、明治
32 年制定の商法が法源となってきた。しかし、
内容がおよそ現代の実務にそぐわないとい
うことで、平成 20 年に保険法が商法から独
立した単行法として成立した。それでは、100
年以上にわたってこのような古い規律が利
用されてきたかというと、そのようなことは
なく、約款による当事者の合意が重要な役割
を担ってきた。 
 その中でも、犯罪免責条項を生命保険（死
亡保険）から撤廃する約款実務や、重大事由
解除とそれによる免責という約款の存在が
重要な位置付けを占め、それは平成 20 年保
険法によって法令上も明確になった。さらに、
近年の飲酒運転に対する厳罰化を受けて、自
動車保険契約における車両保険につき、酒酔
い運転免責条項から酒気帯び運転免責条項
という、より刑事罰の軽い触法内容につき、
免責を導入する約款と変わっていった。 
 このような歴史的変遷は、従来研究対象と
なってきてはいたが、刑事罰との視点から研
究されることは多くはなかった。とりわけ、
犯罪免責条項については、どのような経緯で
明治 32 年商法に導入されたかにつき、先行
研究が全くといってよいほど存在しなかっ
た。 
 本研究では、犯罪免責条項が元々は自業自
得といえるような犯罪について免責させる
という内容であり、決して他人の生命を危険
に晒して結果として被保険者自身も死亡す
るという場合にも適用されるものではない
ことを明らかにした。 
 
（2）また、ドイツの法理を継受した重大事
由解除という概念は、そもそも継続的契約関
係において、信頼破壊をされた側が契約関係
から解放されるという理念に基づいた将来
効を伴う法理であることも明らかにした。そ
のため、本来は重大事由解除によって免責と
いう効果が伴うというのは必然とはいえな
い。実際に、日本が重大事由解除及びそれに
伴う遡及的免責という法理を約款に導入し
たのが昭和 63 年頃であったところ、その後
のドイツでは債務法改正によって、重大事由
解除（特別解約権）という法理が民法に明文
化された。そこでは、やはり当然のように契
約解除は将来効と考えられ、また、これは保
険契約にとどまらない一般の継続的契約関
係すべてに及ぶものであった。 
 しかし、日本の場合、特に議論されること
なく平成 20 年保険法によって、当然のよう
に遡及的免責を伴う重大事由解除が導入さ
れた。しかし同時に、同法では犯罪免責条項
も撤廃された。 
 しかし、重大事由解除が信頼破壊行為を遡
及的免責事由としているのであるから、生命
保険契約の死亡保険について、被保険者が信



頼破壊行為的な犯罪行為をしてその結果死
亡したのであれば、やはり遡及的免責となる。
これは生命保険契約の犯罪免責条項撤廃と
相容れない。 
 そもそも、本研究のひとつとして明らかに
したように、重大事由解除というのは、入院
保険や通院保険のように、給付事由が一人の
被保険者につき何度も生じて保険金の不正
取得が疑われる場合に用いられることが想
定され、ドイツの判例もそのようなものであ
った。すなわち、大量の保険契約を締結して、
本来必要であるか疑わしい入通院を繰り返
す場合、保険者がそこから解放されることに
実益があった。 
 しかし、日本では、被保険者が一人の場合
には一回しか起きえない死亡保険について
も、重大事由解除を遡及的免責も伴って導入
した以上、結果として犯罪免責条項がまだ残
っているような形となっている。 
 そのため、殺人行為などを実行して、結果
として自分も返り討ちに遭ったり逃げ遅れ
たりして死亡した場合、犯罪免責条項が撤廃
された現在でも、重大事由解除という法理に
よって免責されることがあり、それは立法過
程で想定されていたということができる。 
 
（3）ほか、損害賠償請求に関する罰や抑止
の面からも、保険契約を検討した。具体的に
は、アメリカにおける懲罰的賠償との関係で
ある。 
 日本では、損害賠償請求とは、もっぱら被
害者の損害を塡補する制度と考えられ、そこ
に罰や抑止の面は考えられてこなかった。し
かし、アメリカの懲罰的賠償は、そのような
面が存在する。 
 しかし、日本では、ここ数年自己決定権と
いう概念が登場しつつあり、実際にそれが財
産的取引においても侵害と判断されるケー
スが続いている。くわえて、保険契約とは異
なる文脈、具体的には名誉棄損における賠償
において、抑止の面が損害額の認定に反映さ
れるようになってきた。 
 また、アメリカの場合、保険契約者が保険
者に対してどのような契約の履行を期待し
ているかという面から、判例の分析を行い、
そこでは、そのような期待を裏切るような悪
質な不法行為には懲罰的賠償が課されてい
ることを明らかにした。 
 以上から導かれるのは、日本においても、
保険契約において、保険金の支払という面以
外に保険契約者側に一定の期待を抱かせる
ような契約形態では、それを慰謝料に反映し
てよく、そこには抑止効果も含まれてよいと
いうことである。具体的には、相続税対策で
用いられた変額保険は、単に保険金の支払を
期待して契約締結されるものではなく、そこ
に地価高騰で不相応な相続税を回避したい
という期待が込められていたのであるから、
その点について、慰謝料請求を認めてもよい
ということである。この点は、今まで財産的

取引について、財産損害が填補されれば慰謝
料は不要であるという裁判例が目立つもの
の、逆に慰謝料を認める例もあってそれに対
する基準が明確でなかった実務において、一
定の基準を示すことができた。 
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